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浜松労働基準監督署（署長 野元
の も と

紀男
の り お

）では、浜松労働基準監督署管内において、 

安全衛生活動に積極的に取組んでいる事業場・団体・個人を公募しています 

 

～浜松市内・湖西市内 自薦、他薦を問いません 随時受付しています～ 

 

１ 趣旨 

 労働安全衛生法では、働く人の安全と健康を確保し、快適な職場環境をつくるため、事

業場に労働災害の防止に取り組むように定めており、他の模範と認められる事業場や団

体、個人などに対し、その功績をたたえるために表彰制度を設けています。本件表彰の候

補事業場となりうる事業場に関する情報などを、当署管内（浜松市・湖西市）を対象に、

広く収集するものです。 

 

２ 募集する対象 

（１）浜松市・湖西市内で、災害が起こっていない期間が長く、職場のリスクを低減する取

組が活発に行われているなど、他の模範と認められる事業場・団体・個人 

（２）上記のほか、他の事業場の参考になる取組をしている（好事例と思われる取組をして

いる）事業場・団体・個人 

 

３ 応募締切 締切日の指定はしていません。随時受付しています。 

 

４ 応募方法 

  自由様式に、「安全衛生活動に積極的に取り組んでいる事業場（自薦・他薦）」と明記の

上、事業場名、所在地、具体的な取り組み事項等に加え、事業場連絡先の電話番号、事業

場担当者名（推薦の場合は推薦者名、推薦者連絡先電話番号）を記載し、以下まで送付し

てください。 

メール送付の場合は、「件名」欄に「安全衛生活動に積極的に取り組んでいる事業場（自

薦・他薦）」と記載してください。 

 

【照会先】 

浜松労働基準監督署 

担当 副署長 小﨑浩孝 

(電話) 053(456)8151 

 

静岡労働局 



（郵送の場合）【送付先】〒430-8639 浜松市中央区中央1-12-4 浜松合同庁舎８階 

                  浜松労働基準監督署 安全衛生課宛 

（メール送付の場合）hamamatsu-kantokusho＠mhlw.go.jp 

 

５ 報告された情報の取り扱いについて 

①厚生労働大臣・都道府県労働局長表彰の候補にふさわしいと思われる事業場などについて

は、ご連絡し、必要に応じて、調査票など送付しますので、ご協力をお願いします。 

②上記のほか、他の事業場の参考になる取組などについては、好事例として収集し、公表す

る場合は、予め、ご連絡します。（静岡労働局のホームページに掲載させていただく場合があ

ります。） 

③上記①②以外については、各事業場の積極的な取組状況の資料とし、行政運営の参考とし

ます。（①②以外に各事業場に連絡することはありませんので、ご了承ください。） 

 


